
保育所における感染症対策ガイドラインの修正、加筆内容 

 
現行ガイドラインの内容構成（P40） 主な修正･加筆の内容（P59） 

１感染症とは 

（1）感染症とその 3大要因 

（2）保育所における感染症 

・乳幼児期の生理学的特性及び留意事項を加筆 

・学校の対応について、参考→（3）学校における感染

症への対応とする 

・学校保健安全法施行規則の修正 

・出席停止の日数の考え方を加筆（図で示す） 

２感染経路 

（1）飛沫感染 

（2）空気感染 

（3）接触感染 

（4）経口感染 

・血液媒介感染をコラムとして加筆 

３感染症対策 

（1）感染源対策 

（2）感染経路対策 

（3）感受性対策 

 

 

・より詳細にわかりやすく加筆 

・より詳細にわかりやすく加筆 

 正しい手洗いについて説明、写真を入れる 

・「予防策」を「標準予防策」に修正 

・予防接種について加筆（定期接種と任意接種、時期 

子ども･職員の予防接種について） 

４衛生管理     

（1）施設内外の衛生管理 

（2）職員の衛生管理 

（3）保育所における消毒 

 

・わかりにくい「定期的」は削除 

・「適切な」「定期的」の具体化→室温等、プール 

・調乳室の管理→参考アドレスを追記 

・プールの衛生について加筆 

・職員の健康管理について加筆 

５感染症発生時の対応と罹患後における

登園時の対応   

（1）感染症の疑いのある子どもへの対応 

（2）感染症発生時の対応 

（3）罹患後における登園時の対応 

 

・「保育園サーベイランス」を使用した感染症対策につ

いてコラムで加筆 

 

 

・（3）罹患後における登園時の対応について加筆 

→一律に提出をする必要はない、十分に検討して決める 

６保育所で問題となる主な感染症とその

対策 

（1）麻しん 

（2）インフルエンザ  

・６に記載のない感染症について、参考アドレス（日本

小児科学会・文部科学省）を記載 

・各項目については最新の知見により修正 

・インフルエンザのエビデンスについて加筆 
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※新型インフルエンザについて 

（3）腸管出血性大腸菌感染症 

（4）ノロウイルス胃腸炎 

 

・「新型インフルエンザ」のコラムについて最新の知見

により修正 

・（5）として RSウイルスを加筆 

７感染症対策の実施体制と子どもの健康

支援 

（1）記録の重要性 

（2）嘱託医の役割と連携 

（3）子どもの健康支援の充実に向けて 

 

・（3）として看護師の役割と責務について加筆 

別添１ 保育所における消毒 ・⑤として消毒液の管理、使用上の注意を加筆 

 

別添２ 子どもの病気 

～症状に合わせた対応～ 

・下痢について加筆 

・発疹について加筆（食物アレルギーによる発疹） 

別添３ 医師の意見書・保護者の登園届け

の様式例 

・参考様式とする 

･登園のめやすを学校保健安全法施行規則の修正に準じ

て修正 

・意見書、登園届が「必要な」→「望ましい」に修正 

 

別添４ 主な感染症一覧 ・日本小児科学会 予防接種･感染対策委員会、 

文部科学省の解説に合わせて修正、加筆 

 


